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パワハラ防止対策、厚生労働省は法

制化を検討  

◆労使の主張は依然平行線だが…  

11 月６日の第 10 回労働政策審議会

雇用環境・均等分科会で、職場のパワハ

ラ防止対策について、厚生労働省は３つ

の案を示しました。  

案のうち、 (1)パワハラ行為を禁止し

て加害者への損害賠償請求をできるよう

にする、(2)事業主にパワハラ防止措置を

義務づける、の２つは法制化に関するも

ので、もう１つが指針の策定（法的強制

力を持たせる案とそうでない案の２案）

です。労働者側と使用者側で意見が対立

していますが、公益委員からは社会的情

勢を考えると法制化は当然との意見も出

ています。 

 

 

 

 

◆事業主にはどんな防止措置が求められ

るのか  

６日の分科会では、今年３月 30 日公

表の「職場のパワーハラスメント防止対

策についての検討会報告書」より抜粋し

て、(1)事業主の方針等の明確化、周知・

啓発、(2)相談等に適切に対応するために

必要な体制の整備、(3)事後の迅速・適切

な対応、 (4) (1)～ (3)の対応と併せて行

う対応としてプライバシー保護や相談・

協力者の不利益取扱い禁止、という４つ

が示されました。  

◆労災認定件数にみるパワハラ問題  

2017 年度の精神障害に関する労災補

償状況をまとめた資料によれば、出来事

別の決定件数は「（ひどい）嫌がらせ、い

じめ、又は暴行を受けた」が 186 件、

うち 88 件が支給決定され最も多くなっ

ています。対人関係では、「上司とのトラ

ブルがあった」も 320 件と決定件数が

多く（支給決定は 22 件）なっています。  

◆相談体制の強化も図られている  

厚生労働省の「平成 29 年度個別労働

紛争解決制度の施行状況」によれば、相

談、助言・指導の申出、あっせん申請に

係る件数のすべてで「いじめ・嫌がらせ｣

が 72,067 件で最も多く、同省は 2019

年度より都道府県労働局の相談員を増や

し、夜間や休日も対応する相談窓口を設

けて相談体制を強化するとしています。  

 

平成 30 年就労条件総合調査の結果

より  

◆平成 29 年の年次有給休暇の取得率は

51.1％  

調査によると、平成 29 年（または平

成 28 会計年度）１年間の年次有給休暇

の付与日数は 18.2 日（平成 29 年調査

18.2 日）、そのうち労働者が取得した日

数は 9.3 日（同 9.0 日）で、取得率は

51.1％（同 49.4％）となったそうです。

年休の取得については 2019 年４月施

行の労基法の改正事項もありますので、

気にしていきたいところです。  

◆勤務間インターバル制度の導入状況  

平成３０年 12 月 
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政府が導入を推進している勤務間イン

ターバル制度については、導入状況別の

企業割合をみると、「導入している」が

1.8％（平成 29 年調査 1.4％）、「導入を

予定または検討している」が 9.1％（同

5.1％）、「導入予定はなく、検討もして

いない」が 89.1％（同 92.9％）となっ

ています。昨年より若干増加しています

が、まだ普及は進んでいない状況のよう

です。  

 

外国人労働者受け入れ拡大で社会

保険制度はどう変わる？  

◆治療のために来日する医療保険のただ

乗り問題  

昨今、留学や技能実習制度を利用して、

治療のためだけに来日する外国人の問題

が指摘されています。また、国内に住む

外国人労働者の保険証について、母国の

家族が来日し、本人と偽って利用する「な

りすまし受診」も報告されています。来

年４月から外国人労働者の受け入れを拡

大するなかで、こうした外国人の医療保

険の不正利用をどうすべきかが議論され

ています。  

◆医療保険で母国の家族を除外  

政府・自民党は、外国人労働者の受け

入れ拡大にあたり、膨らむ医療費を考慮

して、この仕組みを改める方針を固めま

した。日本で働く外国人が母国に残した

家族について、日本の公的医療保険制度

の適用対象から原則として除外するので

す。ただ、外国人に対する差別的な取扱

いにならないよう、日本人労働者の家族

が生活拠点を海外に移して日本国内に生

活実態がない場合、扶養家族から除外す

ることも検討しています。  

◆社会保険料を長期滞納する外国人の在

留を認めない方針  

また、政府は外国人労働者の受け入れ

拡大で、国民健康保険や国民年金の滞納

を警戒しています。保険に加入しないま

ま病院で受診し、医療費を踏み倒すなど

の事態が想定されるためです。そのため、

政府は社会保険料を長期滞納している外

国人の在留を認めない方針を固めました。 

◆年金でも第３号被保険者に国内居住要

件  

現在、厚生年金の加入者が扶養する配

偶者（国民年金の第３号被保険者）は、

自身が保険料を納めていなくても年金を

受け取れますが、年金の受給資格を得る

には国内の居住を要件とする方向で検討

に入りました。2019 年度中にも、国民

年金法を改正する方針です。  

 

その不調、「冬うつ」かも……  

冬季のメンタルヘルスケア  

◆「冬季うつ」をご存じですか？  

「冬季うつ」は、その名のとおり、冬

の期間（秋から春にかけて）にのみうつ

病のような症状が出る病気です。主な症

状はうつ病と同じですが、10 時間以上

寝ても眠くなる「過眠」、特に炭水化物や

甘いものの「過食」といった、うつ病の

場合（不眠・食欲不振）とは逆の症状も

現れるため、うつとは自覚されにくいこ

と も 多 い

ようです。 

 

 

 

 

◆冬季うつの原因  

冬季うつを発症する主な原因は、日照

時間が短くなることです。光の刺激が減

ると、脳内の神経伝達物質であるセロト

ニンが減少し、脳の活動が低下します。  

◆職場でできる対策  

日常生活の中で少し意識するだけで、

冬季うつは予防・改善することができま

す。屋内で仕事をしている人は日照不足

になりがちですから、休憩時間等には屋

外や窓辺で日光を浴びるよう促しましょ

う。また、日光に限らず、照明の光を浴

びるだけでも効果があるとされており、

部屋を明るくするだけでも予防・改善に

つながりますので、オフィスの明るさを

チェックしてみることも、有効な対策と

なります。  


